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一

Ⅰ．研究背景と目的

近年、就労者が仕事と介護の両立をいかにはかるかが課題となっている。

仕事をしながら要介護高齢者の介護をしている家族は、労働時間を短縮す

るなど働き方の変更をして、要介護高齢者である家族の介護時間を捻出し

ている（朝日生命 ,2012; 富士通マーケティング ,2015; 労働政策研究・研修

機構 ,2016）。また、女性の就労者（以下、女性就労者）の場合、男性と比

較して自分が主な介護の担い手となることが多い（明治安田生活福祉研究

所 ,2014）。そのため、女性就労者にとって、仕事とケア 1）を両立した生活

を送ることには、男性と比べて課題が多いと考えられる。それでは、女性就

労者の仕事と生活は、家族のケアを担うことによりどのように変わるのか。

就労している者がケアを担うことによる生活への影響については、生活時

間に着目した研究が行われている。2000 年 4 月に施行した介護保険制度に

よる介護等サービスの利用により、家族介護者の介護時間が減少している（清

水谷 , 野口 ,2003; 杉浦 , 荒山 ,2013; 黒田 ,2014）一方で、有職者の労働時

間は近年増加しており（黒田 ,2014）、平日の在宅時間も減少傾向にある（Ｎ

ＨＫ放送文化研究所 ,2016）。そうした中、家族介護者の休息や趣味などの

時間は、介護を行うために短縮する（永井 , 小西 ,2000）。また、高齢者の

介護に限らないが、就労している 40 代と 50 代の介護者の睡眠時間、収入

労働時間、「趣味娯楽」「スポーツ」「ボランティア活動社会参加活動」など

を含む社会的文化的活動時間等も、介護をしていない就労者よりも短い（伊

藤 ,2013）。人の生活時間は、１日 24 時間である。その 24 時間の中に労働、

女性就労者による要介護高齢者の
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余暇、睡眠といった活動を収めて生活は営まれている。しかし、24 時間の

中にケアのための時間を収めるには、介護等サービスの利用をしても労働時

間の短縮だけではなく、生活行動の時間全般の調整を行うことになる。

仕事とケアの両立に影響する要因の１つとして、要介護高齢者の「ケアの

内容とその量」は、家族介護者の生活と仕事に大きな影響を与えている。

要介護高齢者に行う一日３食の食事の準備や要介護高齢者の移動に介助

が必要であることが、両立を阻害する要因となり（西向ら ,2002）、要介護

高齢者の ADL 自立援助数 2）が多いほど、仕事時間の調整では対応できずに

休・退職を余儀なくさせる（山口 ,2004）。また、食事の介助や入浴介助、

通院介助など多様な介護を担っている者ほど、介護ストレス、介護・仕事間

のコンフリクト 3）をより強く経験している傾向がある（労働政策研究・研

修機構 ,2006）。こうしたことから、要介護高齢者へのケアの頻度が増えた

り、家族介護者の生活時間に要介護高齢者のケアが分散されるほど、就労時

間の調整による対応が難しくなるだけではなく、ケアのストレスをも背負っ

て仕事とケアの両立を困難とさせることが推測される。特に、要介護高齢者

に認知症がある場合は、介護時間が長くなる（清水谷 , 野口 ,2003; 大夛賀 ,

筒井 , 東野 , 筒井 ,2011）ことや、夜間介護の発生割合が高くなる（大夛賀

ら 2011）ことからも、認知症の高齢者を介護する家族のケア負担は大きく、

仕事とケアの両立を困難にさせると考えられる。

仕事とケアの両立に影響する要因には、「ケアの内容とその量」以外にも、

介護を手伝う家族の有無（直井 , 宮前 ,1995; 西向ら ,2002; 斎藤 , 津止 , 小木

曽 , 西野 ,2014）や介護等サービスとインフォーマル・サポートの有無（直井 ,

宮前 ,1995; 西向ら ,2002; 斎藤ら ,2014）といった「ケアの担い手」に関し

てと、残業の多さ（西向ら ,2002）や仕事の時間短縮ができるかどうか（山

口 ,2004）、両立支援のための制度の利用しやすさ（斎藤ら ,2014）など「家

族介護者の働き方」が報告されている。また、家族介護者の精神的なゆとり

や睡眠不足や気分転換の不足（西向ら ,2002）、学歴、就業状況（山口 ,2004）

といった家族介護者の心身状態や属性も両立に影響する要因と報告されてお

り、仕事とケアを両立するうえでは、複数の要因が影響している。

女性就労者が仕事とケアの両立をはかるということは、どのように生活の

二
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中に仕事とケア、それ以外の生活行為を収めるのか、という生活構築の問題

であるといえる。そして、仕事とケア、それ以外の生活行為を収めた生活を

構築するプロセスの中で、女性就労者は、仕事とケアの両立に影響するとさ

れる要介護高齢者のケア内容とその量、誰をケアの担い手とするのか、働き

方などの要因に対応または対処しながら，ケアを自分自身の生活の中に収め

るように取り組んでいると考える。そして、そうした取り組みの中では、女

性就労者が主体となって行う仕事とケアを踏まえた生活構築のための行動と

行動に伴う意識も、仕事とケアが両立するか否かを左右する重要な部分であ

ると考える。

こうした女性就労者の仕事とケアを踏まえた生活構築のための行動と行動

に伴う意識は、仕事とケアの両立に影響する要因間を関係づけることにもな

り、女性就労者のケアすることを収めた生活への支援における、対象理解を

促すことができると考える。そして、女性就労者の行動と行動に伴う意識は、

女性就労者が仕事とケアを踏まえた生活を構築するにあたっての構成要素と

要素間の関係を把握することから明らかにできるのではないかと考える。そ

のため、本研究の目的は、女性就労者が要介護高齢者のケアを担う生活を構

築するプロセスから、女性就労者の生活構築のための行動と行動に伴う意識、

ケアを踏まえた生活の構成要素と要素間の関係を明らかにすることである。

Ⅱ．研究方法

１．データ収集の方法

質的研究としてインタビュー調査（半構造化面接）を実施した。

調査対象者は、就労しながら同居している要介護高齢者のケアをしている、

あるいはしていた女性４名であった（表１）。調査対象者の選定にあたっては、

本研究の調査対象に該当する者について、家族介護者の会を運営する特定非

営利活動法人理事及び研究者の知人から紹介を受けた。

調査対象者 4 名の年代は、50 代 2 名と 60 代 2 名であった。在宅でのケ

ア歴は、10 年未満が 2 名、10 年以上が 2 名であった。調査対象者の同居

三
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家族については、要介護高齢者と調査対象者のみが 2 名、要介護高齢者と

調査対象者と配偶者、子で構成されているのが 1 名、要介護高齢者と調査

対象者、子という構成が 1 名であった。ケアの対象となる要介護高齢者は、

1 名が義理の親、3 名が実の親であり、そのうち 2 名が実の両親（二人）の

ケアにあたっていた。調査時点で在宅にてケアを行っている者は、2 名であ

り、そのうち一人は義母、もう一人は両親のケアをしていたが、父親が死去後、

母親のみをケアしていた。調査対象者の就労状況については、ケアが始まっ

た当初は、調査対象者全員が働きながらケアを行っていたが、ケア開始後に

転職をした者やケアのための退職後にボランティア活動を行う者など、ケア

が始まってからその後の働き方が変わる者がいた。

インタビューは、2018 年 1 月に調査対象者に対して 1 回実施した。イン

タビュー時間は、一人約 90 分であった。

インタビューは、事前に作成したインタビューガイドに従って実施した。

インタビューガイドの質問項目は、１）ケアを行うことになったきっかけ、２）

仕事を続けようと思った理由、３）ケアを行うために職場や親族など、周り

の人たちとケアの分担や仕事の調整をどのように行ったのか、４）自分の生

活の変化について、５）仕事をしながらも自分が望むケアを要介護高齢者に

十分できている（できた）と思うか、６）介護サービスや相談支援といった

地域のサービス、インフォーマルな支援者の有無についての６項目であった。

２．分析方法

インタビュー内容は、IC レコーダーで録音後、録音内容から逐語録を作

成し、オープンコーディングを行った。オープンコーディングを行う際の分

析視点は、「女性就労者が要介護高齢者のケアを踏まえた生活を構築するた

めに、認識を踏まえてどのような行動をとってきたか」と定めた。

オープンコーディングの実施手順は、逐語録を精読した後、分析視点に関

連すると考えられる文章を抽出し、それらにコードをつけた。そして、コー

ド間で関連性が高いもの同士をカテゴリーとしてまとめ、名称をつけた。カ

テゴリーを作成していく中では、カテゴリー間の共通性にも着目してカテゴ

リー同士をまとめることも行った。その結果、カテゴリーは、大カテゴリー、

四
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カテゴリー、サブカテゴリーの３つに分類された。

オープンコーディングを行うにあたっては、質的研究に詳しい研究者から

アドバイスを受けた。

３．倫理的配慮

インタビューを行うにあたり、調査対象者には口頭及び文書にて、本研究

の概要と目的、倫理的配慮等について説明を行い、本研究への協力について

文書にて承諾を得た。また、日本赤十字秋田看護大学・日本赤十字秋田短期

大学研究倫理審査委員会の承認を得て実施した（承認番号 :29-016）。

Ⅲ．結果

インタビュー調査のデータを分析した結果、8 つの大カテゴリー、47 の

カテゴリーと 81 のサブカテゴリー、112 のコードを抽出した。

１．ケアを踏まえた生活の構成要素と要素間の関係

分類したカテゴリーに基づいてストーリーラインを作成した（図１）。

ストーリーライン及び図 1 に記されている記号は、カテゴリーの分類を

示す。大カテゴリーは墨付き括弧（【 】）、カテゴリーは山括弧（< >）、サブ

カテゴリーは角括弧（［ ］）で表している。

１）ストーリーライン

女性就労者は、高齢者にケアが必要となった状態において、＜ケアの知識

が不足している＞こともあいまって＜ケアの行き詰まりについて助けを求め

る＞。そして、＜介護等サービスを利用する＞、＜同居家族・別居親族から

協力を得る＞といった【ケアについての方略をたてる】。この方略には、＜

ケアに完璧を求めない＞、＜ケアを抱え込まない＞といったケアへの向き合

い方も含まれる。こうした方略を踏まえて、女性就労者は、【ケアに合わせ

てこれまでの生活を変える】ことや【ケアを行うために働き方を調整する】。

【ケアに合わせてこれまでの生活を変える】中では、ケアに伴い＜生活時

六
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間を要介護高齢者に合わせる＞、＜介護等サービス利用のために自分の生活

を調整する＞ことを行う。また、女性就労者自身が＜仕事から帰宅後もケア

を行う＞、＜休日もケアを行う＞ことになる。こうした生活の変化に女性就

労者は、［生活の変化への戸惑い］や［要介護高齢者を中心とした生活になっ

たと思う］ことから、＜ケアの開始に伴い生活が変化したと思う＞。

生活の変化は、【ケアの負担感が蓄積する】とともに、＜ケアすることに

よる生活の拘束感＞を感じさせる。そして、負担感や拘束感は、女性就労者

に【ケアすることに限界を感じる】ようにさせ、要介護高齢者の＜施設入所を

検討する＞ことにもなる。他方、女性就労者は、＜ケアすることによる生活

の拘束感＞への対処として、【ケアから自由になる時間を確保する】ことを

している。

仕事については、ケアの状況により＜ケアに配慮した勤務形態をとる＞、

＜ケアのために有給休暇を取得する＞など【ケアを行うために働き方を調整

する】。こうした職場での働き方の調整をする中では、＜休むことに気兼ね

する＞こともあるが、＜職場内でケアしていることについて理解を得られる

＞ように努めている。しかし、働き方を調整することにより職場の＜同僚の

仕事の負担が増える＞、＜家に仕事を持ち帰る＞ということも起こる。そう

した中、＜働き方に変化はない＞とする女性就労者がいる一方で、＜自分に

あった働き方の職場に移ることを考える＞ようになり、＜転職をする＞、あ

るいは＜退職をする＞など【職場を変わる】女性就労者もいる。

【ケアに合わせてこれまでの生活を変える】ことにより、＜ケアすること

による生活の拘束感＞が蓄積する中でも、女性就労者は、＜ケアが始まって

も仕事の継続意向は変わらない＞、＜仕事の継続を自分の生活に必要と考え

る＞こと、＜仕事をすることによるケアからの解放＞になるといった【自分

のために働き続けるという意思を持つ】ことにより、働きながらケアを行う

ことができる。この【自分のために働き続けるという意思を持つ】ことは、

仕事とケアの両方を行うための【ケアについての方略を立てる】ことや、【ケ

アを行うために働き方を調整する】こと、自分にあった働き方の職場に移る

転職といった【職場を変わる】という行動を起こさせる。また、【ケアから

自由になる時間を確保する】といったケアすることによる生活の拘束感への

八
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対処なども起こさせる。

２．８つの大カテゴリーの概要

８つの大カテゴリーは、それぞれいくつかのカテゴリーとサブカテゴリー

を含めて構成されていた。

１）ケアについての方略をたてる

【ケアについての方略をたてる】には、介護保険制度による＜介護等サー

ビスを利用する＞、＜同居家族・別居親族から協力を得る＞という女性就労

者の行動と、ケア役割を担ううえでの＜ケアの勉強をする＞こと、＜ケアに

完璧を求めない＞、＜ケアを抱えこまない＞というケアへの向き合い方につ

いての 5 つのカテゴリーで構成されていた。

２）ケアに合わせてこれまでの生活を変える

【ケアに合わせてこれまでの生活を変える】は、７つのカテゴリーにより

構成されていた。女性就労者が行う行動として、＜仕事から帰宅後もケアを

行う＞、＜休日もケアを行う＞という女性就労者がケアを行うために生活時

間を割くことや、＜要介護高齢者が不在でも要介護高齢者に関することを行

わなくてはならない＞といった要介護高齢者に直接触れることはないが、要

介護高齢者の生活を整えるために時間を費やすというケアについての行動、

そして、ケアのために寝室を変えるといった＜日常の居住空間を変える＞と

いう日常生活の中での行動の場の変化に関するカテゴリーが含まれていた。

また、＜生活時間を要介護高齢者に合わせる＞、＜介護等サービス利用のた

めに自分の生活を調整する＞という、ケアのために女性就労者が生活リズム

を変えることや、＜ケアの開始に伴い生活が変化したと思う＞という自分の

生活の変化に対する戸惑いがカテゴリーとして含まれていた。

３）ケアを行うために働き方を調整する

【ケアを行うために働き方を調整する】には、ケアを行う時間を作るため

に＜ケアに配慮した勤務形態をとる＞、＜ケアのために有給休暇を取得す

る＞、＜ケアのため長期の休みをとる＞、＜職場にケアしていることを伝

九
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える＞という女性就労者の行動について 4 つのカテゴリーが含まれていた。

また、職場の人間関係の中で＜職場内でケアしていることについて理解を得

られる＞こと、＜休むことに気兼ねする＞という女性就労者の意識について

のカテゴリーが２つ含まれていた。

４）職場を変わる

【職場を変わる】は、４つのカテゴリーにより構成されており、＜自分に

あった働き方の職場に移ることを考える＞という意識についてのカテゴリー

と、ケアのために＜退職する＞、＜転職をする＞、＜リストラされる＞とい

う行動についてのカテゴリーが含まれていた。

５）自分のために働き続けるという意思を持つ

【自分のために働き続けるという意思を持つ】は、６つのカテゴリーで構

成されていた。＜ケアが始まっても仕事の継続意向は変わらない＞という思

い、＜ケアだけ行う生活に不安を感じる＞、＜ケアにより人生を奪われたく

ない＞というケアを継続することによる将来への不安な思いが含まれてい

た。また、＜ケアがいつか終わることに気づく＞という気づきと、＜仕事を

することによるケアからの解放＞、＜仕事の継続を自分の生活に必要と考え

る＞という仕事を継続することの意義が含まれていた。

６）ケアから自由になる時間を確保する

【ケアから自由になる時間を確保する】は、＜気分転換に趣味を行う＞、

＜ケアのない自由な生活を確保する＞といった行動と、＜自分のための時間

が必要と思う＞という意識についての３つのカテゴリーで構成されていた。

７）ケアの負担感が蓄積する

【ケアの負担感が蓄積する】は、＜介護等サービスの利用がかえって負担

となる＞、＜身体介護の負担が大きい＞、＜疲労感が蓄積する＞、＜主介護

者であることの負担感＞、＜ケアの疲れを伴いながら働く＞、＜身近にケア

の手伝いを頼める人がいない＞、＜同居家族・別居親族から十分な協力を得

一
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られない＞という 7 つのカテゴリーで構成されていた。

８）ケアすることに限界を感じる

【ケアすることに限界を感じる】には、＜家族によるケアの限界を感じる＞、

＜ケアをしたくないという思いがある＞という２つのカテゴリーが含まれて

いた。

Ⅳ．考察

本研究の目的は、女性就労者が要介護高齢者のケアを担う生活を構築する

プロセスから、女性就労者の生活構築のための行動と行動に伴う意識、ケア

を踏まえた生活の構成要素と要素間の関係を明らかにすることであった。

女性就労者が仕事とケアの両方を行う生活の構成要素としてあげられる行

動として、【ケアについての方略をたてる】、【ケアに合わせてこれまでの生

活を変える】、【ケアから自由になる時間を確保する】、【ケアを行うために働

き方を調整する】、【職場を変わる】ことを行っていた。

【ケアについての方略をたてる】中で、女性就労者は、介護等サービスの

利用の検討や同居家族内でケア役割を分担するなど行っていた。家族介護者

は、介護保険制度による介護等サービスを柱に、これを補完する支援として

ボランティア・近隣援助を活用している（労働政策研究・研修機構 ,2006）。

本研究の調査対象者である女性就労者も、介護等サービスの利用及びイン

フォーマルな家族の支援体制を整えることで、要介護高齢者のケアニーズを

充足するように努めている実態が把握できた。

ケアを踏まえた生活を行ううえで女性就労者は、【ケアに合わせてこれま

での生活を変える】ことを行っていた。ケアに合わせた生活の変化として、

女性就労者は、要介護高齢者のケアに自分の生活を合わせることと、介護等

サービスの利用のために生活を調整することを行っていた。具体的には、ケ

アをしやすくするために女性就労者が自分の居住空間を代えることや平日の

帰宅後や休日にケアを行うこと、要介護高齢者が不在時でも要介護高齢者の

一
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生活の支援を行っていた。＜要介護高齢者が不在でも要介護高齢者に関する

ことを行わなくてはいけない＞ことは、女性就労者が、要介護高齢者と直接

向き合う時間を持たなくてもケアに携わっているということだが、こうした

「要介護高齢者と直接向き合わないケア」については、これまであまり指摘

されることはなかった。本研究においては、「要介護高齢者と直接向き合わ

ないケア」を女性就労者の生活時間が要介護高齢者のケアに費やされるとい

う解釈のもとで【ケアに合わせてこれまでの生活を変える】という大カテゴ

リーに分類された。「要介護高齢者と直接向き合わないケア」が女性就労者

にとっての負担感にどれほど影響するのかなど、女性就労者の生活全体への

影響について本研究では把握することができなかった。

介護等サービスは、要介護高齢者に提供されるものであるが、女性就労者

は、［サービス利用がスムーズにできるように自分の生活を調整する］、［生

活リズムをサービスに合わせる］といった＜介護等サービス利用のために自

分の生活を調整する＞ことを行っていた。こうしたことが起こるのは、本研

究の調査対象者である女性就労者が、要介護高齢者と同居をしていることに

より、女性就労者と要介護高齢者には、生活空間や生活時間の共有があるた

め、女性就労者と要介護高齢者の共有の生活空間や生活時間に介護等サービ

スが収まるためには、要介護高齢者も女性就労者も、自分の生活を調整せざ

るを得ないからだと推測する。また、そうした調整が、＜介護等サービスの

利用がかえって負担となる＞ことにもつながるのではないかと考える。

【ケアに合わせてこれまでの生活を変える】ことは、女性就労者が［生活

の変化への戸惑い］や［要介護高齢者を中心とした生活になったと思う］と

いった＜ケアの開始に伴い生活が変化したと思う＞ことから、女性就労者が

能動的に自分の生活を変えるというよりも、変えられるあるいは変えざるを

えないという状況に置かれたことも考えられる。

【ケアから自由になる時間を確保する】ために、＜気分転換に趣味を行う＞

＜ケアのない自由な生活確保する＞ことを行っていた。自由になる時間の確

保は、介護拘束度や燃えつき症状の増大を抑制することが報告されている（岡

林ら ,2003）。女性就労者は、仕事とケアを行う生活を構築する中で、＜ケ

アすることによる生活の拘束感＞を解消していることが明らかになった。

一
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女性就労者は、＜ケアに配慮した勤務形態をとる＞、＜有給休暇を取得す

る＞、＜ケアのため長期の休みをとる＞という【ケアを行うために働き方を

調整する】行動をしていた。こうした行動から、女性就労者も仕事と介護の

両立に関する調査報告（朝日生命 ,2012; 富士通マーケティング ,2015; 労働

政策研究 · 研修機構 ,2016）同様に、ケアの時間を捻出するために就労時間

の短縮を行っていることが明らかになった。しかし、就労時間を短縮するこ

とや仕事を休むことについて、＜休むことに気兼ねする＞という思いも語ら

れている。女性就労者は、＜職場にケアしていることを伝える＞ことにより、

＜職場内でケアしていることについて理解を得られる＞ようにしていた。職

場の理解が得られることも仕事とケアの両立に影響する（直井 , 宮前 ,1995）

が、職場における同僚の支えは、両立のための効果的な支援である（Bernard 

& Phillips,2007）。女性就労者は［職場内での支え合いがあった］、［職場の同

僚の理解があったので継続できた］、［職場がケアに理解を示してくれた］と

いう、職場において同僚らの支えを受けており、そうした支えが、ケアが始まっ

てからの就労の継続につながっていることが推測される。また、【ケアを行う

ために働き方を調整する】一方で、就労継続のために職場の理解を得るため

の積極的な働きかけを女性就労者が行っていることが明らかになった。

【職場を変わる】ことについては、リストラという意図しないことで職場

を変わる女性就労者もいたが、ケアのために＜転職する＞、＜退職する＞こ

とは、要介護高齢者の心身状態に伴い変化する必要なケアへの対処のために

は、一定の就労状況を維持した働き方が難しいことをうかがわせる。また、

＜自分にあった働き方の職場に移ることを考える＞として、［職場に迷惑を

かけたくない］、［自宅近くで働きたい」、［家にすぐに駆けつけたい］、［働き

方が自由になる職場を選ぶ］といったことが語られており、転職や退職といっ

た職場を移ることについては、女性就労者のケアへの取り組みにあたっての

意向が強いことがわかる。そのため、転職や退職をすることは、ケアするこ

とにより仕事を犠牲にするというよりも、ケアを踏まえた生活を構築する上

での取り組みの一つとも捉えることができる。

女性就労者は、ケアを踏まえた生活を構築する中で、自分自身の生活を変

えることについては、能動的とはいえないものの、ストレスへの対処と就労

一
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継続のための職場の同僚らへの働きかけといった積極的な行動をとっている

ことがわかった。

女性就労者の意識については、【ケアの負担感が蓄積する】、【ケアするこ

とに限界を感じる】、【自分のために働き続けるという意思を持つ】ことが明

らかにされた。

【ケアの負担感が蓄積する】の中に＜介護等サービスの利用がかえって負

担となる＞が含まれた。サブカテゴリーに［介護等サービス事業者との打ち

合わせをストレスに思う］が含まれていることから、介護等サービスの利用

により要介護高齢者のケアを充足できるが、新たにサービス事業者との関わ

り・関係性をもつことが負担になっていると推察される。また、＜身体介護

の負担が大きい＞、＜ケアの疲れを伴いながら働く＞ことが語られていた。

介護疲労や介護ストレスがあるほど、仕事の能率低下を及ぼす（労働政策研

究・研修機構 ,2015）ことからも、女性就労者はケアで疲れた状態のままで

仕事をしているために、仕事にも何らかの影響が及んでいることが考えられ

る。また、周りからのサポートを得ていると感じる人は、介護の充実感が高

い（労働政策研究・研修機構 ,2006）が、本研究では、＜身近にケアの手伝

いを頼める人がいない＞、＜同居家族・別居親族から十分な協力を得られな

い＞ことが語られており、女性就労者がケアすることに充実感を得られてい

るとは言えず、こうした負担が【ケアすることに限界を感じる】ことにつな

がると考えられる。

【自分のために働き続けるという意思を持つ】の中には、＜仕事をする

ことによるケアからの解放＞、＜ケアだけ行う生活に不安を感じる＞が含

まれた。仕事をすることがケアのストレスを解消・緩衝することは、先

行 研 究 に お い て も 報 告 さ れ て い る（ 北 野 , 川 村 , 数 間 ,1999;Bernard & 

Phillips,2007）。【ケアから自由になる時間を確保する】こともケアの負担感

の解消につながるが、仕事をすることもケアから自由になる時間であるとい

え、【ケアについての方略をたてる】中での＜ケアを抱えこまない＞、＜ケ

アに完璧を求めない＞といったケアへの向き合い方にも影響していると考え

られる。そして、＜ケアにより人生を奪われたくない＞、＜仕事の継続を自

分の生活に必要と考える＞ことは、女性就労者が自分らしく生きること、生

一
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活することについて、ケアを生活に収める中で模索していると考えられる。

また、ケアを行う生活の中で、＜自分にあった働き方の職場に移ることを考

える＞ことからは、仕事の価値としてワークライフバランス（WLB）価値4）

を重視するようになることが推測される。

ケアを踏まえた生活を構築する中で、女性就労者は、自分の生活について

改めて考えることになり、自分の生活の中での働く事の意義が明確になって

いくと同時に、働くことについての価値が変容することが推測された。

仕事とケアの両立に影響する要因として、ケアの内容とその量、ケアの

担い手が誰になるのか、家族介護者の働き方など複数あるが、それら要因

は、ケアを踏まえた生活を構築する中での行動として連続的かつ同時に対

処されていることが考えられた。他方、仕事とケアの両立において、家族

介護者自身の学歴や就業状況もあげられている（山口 ,2004）ことについ

て、本研究の結果からは、明らかにすることができなかった。しかし、こう

した多様な要因が仕事とケアの両立に影響するということについて、Allan

（1985/2015）が、「高齢の親の変化するニーズに対応する第二世代（子）

の能力は、明らかに彼ら自身のパーソナルな境遇－地理的な位置、他の家庭・

家族への義務、職業責任、彼ら自身の年齢や健康－によるであろう。」と述

べているように、家族介護者の家族や職業に対する責任、年齢などと環境の

影響も大きく、仕事とケアを両立した生活を構築するうえでの課題と課題へ

の対処方法は、個別性の高いことであるといえる。

Ⅴ．結論

女性就労者は、仕事とケアを踏まえた生活を構築する中で、自分の生活を

変えることについては、能動的とはいえないものの、ストレスへの対処や職

場の同僚らへの働きかけなどについては、積極的な行動をとっていることが

わかった。また、自分のために働きつづけようという意思を持つことと、そ

のためにケアすることによる生活の拘束感といったストレスへの対処とし

て、ケアから自由になる時間を確保することを行っていた。また、仕事につ
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いては、ワークライフバランス価値を重視していることが推測され、自分ら

しい生活にあうようにケアと仕事のバランスをとろうとしていた。

女性就労者による仕事とケアを踏まえた生活の構成要素には、女性就労者

が生活の中にケアを収めるための生活環境と人間関係の修正を含み、構成要

素間の関係は、自分らしく生きることを模索することにより結び付けられて

いると考えられる。

本研究の限界として、調査対象者の人数が少ないことと、調査対象者の就

労条件が統一されていない（パートタイム、フルタイム）ことがある。今後

は、インフォーマントを増やし、他者との相互作用を踏まえたさらに詳細な

プロセスの把握を行うことが必要と考える。

註
１）本研究では、介護ではなくケアという言葉を用いる。ケアの概念につい

て、広井（1997）は、最も狭義で介護ないし看護といった意味、中間

的ないみとしての世話、広義では配慮、気遣いという意味と説明をして

いる。家族介護者、特に通い介護を行う家族の研究では、家族が要介護

高齢者に行う援助として介護サービスの利用に関する方針決定や手続き

（松下 , 米増 , 大井 ,2007）、安否確認、郵便物・書類の整理（米増 , 松

下 ,2009）など狭義の介護・看護に限らない、世話ともとれることが行

われていることが明らかになっている。そのため、本研究では、女性就

労者が要介護高齢者に行う介護や世話をケアと呼ぶ。また、本文内の引

用部分においては、引用文献で述べられているようにそのまま介護を用

いている。

２）山口（2004）の中では、ADL 自立援助数とは、日常生活動作自立のた

めの援助の回数のことと説明されている。

３）介護ストレス、介護仕事間のコンフリクトとは、介護上での責任や、仕

事上での責任もどちらも十分に果たせておらず両者間での役割にコンフ

リクトが生じている状態（労働政策研究・研修機構 ,2006,p.120）。

４）ワークライフバランス（WLB）価値とは、働き手にとって望ましいと

評価される仕事の特性が、「仕事量が多すぎないこと」「長時間でないこ
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と」「時間に追われないこと」「仕事と家庭を両立できること」「休みを

とりやすいこと」「健康をそこなう心配がないこと」などとされる。また、

WLB 価値以外には、内的価値（仕事において専門性を発揮できる、大

きな達成感が得られるなど）と外的価値（高い給与や雇用の安定性、職

場の同僚や上司との良好な関係性など）があり、WLB 価値は、外的価

値を派生させたものである（田靡 ,2017）。
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